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三重県選挙管理委員会の指定する施設等における

不在者投票事務の手引

令和４年４月
南伊勢町選挙管理委員会
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選挙管理委員会一覧……………………………………………………………………２１
	 eq \o\ad(Ⅰ　不在者投票のできる人,　　　　　　　　　　　　　)


（１）本来、投票は、投票日に選挙人名簿に登録された市町村の投票所で行うのが原則ですが、都道府県の選挙管理委員会（以下「選管」という。）が指定した次の施設に入院（入所）中の選挙人で、投票日に投票所に行って投票できない方は、その入院（入所）している施設において不在者投票ができます。これらの施設を指定施設といいます。
　　　ア　病院（介護老人保健施設を含む）

　　　イ　老人ホーム

　　　ウ　身体障害者支援施設
　　　エ　保護施設

（２）上記の指定施設のほか、次の施設に入所（収容）中の選挙人も、その施設等で不在者投票を行うことができます。

ア　国立保養所

　　　イ　労災リハビリテーション作業所

　　　ウ　刑事施設、労役場、監置場又は警察留置場
　　　エ　少年院

　　　オ　婦人補導院

	 eq \o\ad(Ⅱ　不在者投票のできる期間,　　　　　　　　　　　　　)


（１）期　間：選挙期日の公示（告示）の日の翌日 から 選挙期日の前日 まで
　
　　　選挙の種類によって不在者投票のできる期間が異なりますのでご注意ください。特に町村議会議員又は町村長の選挙については、当該期間が４日間と短期間になっていますので、投票用紙等の請求事務等については、関係する市町村選管と十分連絡を取ってください。

（２）時　間：期間中毎日　午前８：３０ から 午後５：００ まで
土曜日、日曜日や祝日でも投票できることになりますので、不在者投票管理者は選挙人の不在者投票の対応をしていただくことになります。
	 eq \o\ad(Ⅲ　不在者投票管理者について,　　　　　　　　　　　　　　)


１　不在者投票管理者となる者

（１）不在者投票管理者とは不在者投票の責任者ですが、指定施設等における不在者投票管理者は次のとおりです。

	 eq \o\ad(施設の種類,　　　　　　　　)
	不在者投票管理者
	左記の者が欠けた場合等に

不在者投票管理者となる者

	指　定　施　設

指

定

施

設
	病院（介護老人
保健施設を含む）
	病院の院長
	病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師

	
	老人ホーム
	老人ホームの長
	老人ホームの長の職務を代理すべき者

	
	身体障害者
支援施設
	施設の長
	施設の長の職務を代理すべき者

	
	保護施設
	施設の長
	施設の長の職務を代理すべき者

	国立保養所
	所　長
	所長の職務を代理すべき者

	労災リハビリテ
ーション作業所
	作業所の長
	作業所の長の職務を代理すべき者

	刑事施設、労役場、監

置場又は警察留置場
	刑事施設の長又は
警察留置場の留置

業務管理者
	刑事施設の長又は警察留置場の留置業務管理者の職務を代理すべき者

	少年院
	少年院の長
	少年院の長の職務を代理すべき者

	婦人補導院
	婦人補導院の長
	婦人補導院の長の職務を代理すべき者


（２）病院の院長、老人ホームの長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長が

 ① 候補者となった場合

 ② 外国人である場合

は、不在者投票管理者となることができません。

２　不在者投票管理者の仕事

（１）選挙人に代わって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求する。

（２）交付された投票用紙及び不在者投票用封筒を選挙人に渡す。

（３）投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を点検する。

なお、不在者投票証明書は、選挙人が自ら投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求した場合のみ送付されます。
（４）立会人を最低１人選び、不在者投票に立ち会わせる。

　　立　会　人
　　　① 立会人の資格は選挙権を有する者であればよいのですが、投票の公正さを担保するうえで施設の職員以外の方を選ぶことが適当です。
② 立会人は不在者投票管理者、その補助者、代理投票の補助者を兼ねることはできません。

③ 立会人は投票用紙等の点検から送致までの全手続きに立ち会うことになります。

（５）不在者投票の記載場所を設置する。

　　投票記載場所の設備（P12参照）
① 投票記載場所は人の出入りのない１室に設けていただくことになります。

② 他人が投票の記載を見たり、投票用紙の交換等が行われないように相当の設備が必要となります。

③ 投票記載場所には候補者の氏名等を記載したポスターや文書図画等を掲示することができないので、掲示してある場合には撤去しておいてください。

④ 指定施設等においては、候補者の氏名等掲示は行わないこととされていますのでご留意ください。
（６）代理投票の申請を受け、その許否を決定する。

（７）投票の終わった不在者投票を市町村選管に送致する。

	※投票の秘密を保持し、投票に関する不正干渉等のないよう十分に配慮してください。なお、不在者投票管理者は、業務上の地位を利用し、不在者投票に関して選挙運動をすることが禁止されています。


	 eq \o\ad(Ⅳ　不在者投票用紙等の請求,　　　　　　　　　　　　　)


　まず、投票用紙等を、選挙人の名簿登録地（原則として住民票のあるところ）の市町村選管委員長に請求し、取り寄せることになります。

１　投票用紙等の請求期間

　　選挙期日の前日までです。なお、選挙期日の公示（告示）の前でも請求できます。
　　　なお、船員である選挙人の依頼により指定港所在地（次頁参照）の市町村選管委員長に請求する場合は、選挙期日の公示（告示）の日の翌日からとなります。
２　投票用紙等の請求の手続き

　　この請求には、

①　選挙人から依頼を受けて、不在者投票管理者が請求する場合

②　選挙人が自ら請求する場合

　　があり、それぞれ手続きが異なります。

	※不在者投票を行う日をあらかじめ特定している場合に、それ以外の日に選挙人から投票用紙等の請求の依頼があっても、日を特定していることを理由として依頼を拒否することのないようにしてください。


　

（１）選挙人から依頼を受けて、不在者投票管理者が請求する場合

基本的な請求方法を図示すると次のとおりとなります。

	 eq \o\ad(選挙人,　　　　　　　　)
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　　　　　　　（依頼の書類）＊依頼は口頭でもできますが、書面によることが適当です。
　　　　　　　　　・依頼書（第２号様式）

	不在者投票管理者
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（表） （裏）

（内封筒）

　　　　　　　（請求に必要な書類）

　　　　　　　　　・投票用紙等請求書（第３号様式）＊本人の宣誓書（第１号様式）は不要。
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【都道府県議会議員及び知事の選挙の場合】
・引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書　　＊選挙人が、その直前まで住んでいた市町村から引き続き他の市町村に住所を移した（前住所地の選挙人名簿には転出した旨の表示中で、新住所地の選挙人名簿にはまだ登録されていない状態）場合は、新住所地または従前の住所地の市町村長が発行する証明書を添付し、前住所地の市町村選管委員長に請求することになります。
	名簿登録地の市町村選管委員長


　　　　　　　（交付される物件）

　　　　　　　　　・投票用紙
　　　　　　　　　・不在者投票用封筒（第６，７号様式）＊内・外封筒があります。
	不在者投票管理者


【選挙人が船員である場合】

・不在者投票管理者が選挙人に代わって名簿登録地の選管委員長に投票用紙等を請求する場合は、当該船員の選挙人名簿登録証明書を添付する必要があります。
・不在者投票管理者は、選挙人に代わって、名簿登録地以外に、指定港所在地の選管委員長に投票用紙等を請求することもできます。この際には、選挙人名簿登録証明書に加えて、当該船員の船員手帳を添付する必要があります。

三重県内の指定港所在地市町は次のとおりです。

	【三重県内の指定港所在地市町】

　津市、四日市市、伊勢市、鈴鹿市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市
（度会郡）大紀町、南伊勢町　（北牟婁郡）紀北町


（２）選挙人が自ら請求する場合

　　基本的な請求方法を図示すると次のとおりとなります。

	 eq \o\ad(選挙人,　　　　　　　　)


　　　　　　　（請求に必要な書類）

　　　　　　　　　・宣誓書・投票用紙等請求書（第１号様式）

【都道府県議会議員及び知事の選挙の場合】

・引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書　　＊（１）の場合と同様
　
	名簿登録地の市町村選管委員長


　　　　　　　（交付される物件）

　　　　　　　　　・投票用紙
　　　　　　　　　・不在者投票用封筒（第６，７号様式）＊内・外封筒があります。
　　　　　　　　　・不在者投票証明書（第４号様式）　＊不在者投票証明書用封筒（第５号
様式）に入っています。

	 eq \o\ad(選挙人,　　　　　　　　)


なお、指定施設に入院（入所）している選挙人は、この場合のように自ら投票用紙等を直接名簿登録地の市町村選管委員長へ請求した場合は、指定施設で不在者投票を行うことができるほか、現に所在（居住）している市町村の不在者投票記載場所においても不在者投票ができます。

　【選挙人が船員である場合】

・船員が自ら名簿登録地の選管委員長に投票用紙等を請求する場合は、選挙人名簿登録証明書を添付する必要があります。

・船員が自ら指定港所在地の選管委員長に投票用紙等を請求することもできますが、この場合は、常に本人が指定港所在地の選管に出向き、投票用紙等の交付を受けた後直ちに投票しなければならず、指定施設での不在者投票はできません（選挙人名簿登録証明書と船員手帳が必要です）。

（３）点字投票を申し立てる場合

　　① 不在者投票管理者が投票用紙等を請求する場合

　　　　投票用紙等請求書の備考欄にその旨を記載します。

　　② 選挙人が自ら投票用紙等を請求する場合

　　　　その旨の申し立てをしなければなりません。

	 eq \o\ad(Ⅴ　不在者投票の方法,　　　　　　　　　　　　　)


１　不在者投票をさせる前の注意

　（１）不在者投票管理者が投票用紙等を請求した場合

投票用紙の渡し間違いがなかったかもう一度確認すること。

（確認例）

・A町の選挙人にB町選管から交付された投票用紙等を渡していないか。

　

　（２）選挙人が自ら投票用紙等を請求した場合

① 投票用紙と不在者投票用封筒を提示させ、点検すること。

（点検例）

　　　・所定の投票用紙か。

　　　・投票用紙に候補者の氏名等が記載されていないか。

・点字投票の場合、投票用紙に点字投票の表示がされているか。
② 不在者投票証明書の入っている封筒を提出させ、開封して点検すること。

（点検例）
　　　・不在者投票証明書用封筒の封が開いていないか。

　　　・本人であるかどうか。

	※点検の前に証明書の封筒が開封してある場合には、いかなる理由であっても投票させることはできません。


２　投票の手続き

（１）手順

① 選挙人は投票用紙に候補者１人の氏名（衆議院比例代表選出議員選挙にあっては、１つの政党等の名称・略称、参議院比例代表選出議員選挙にあっては政党等が届け出た候補者名簿に記載された候補者１人の氏名又は候補者１人の氏名に代えて候補者名簿を届け出た１つの政党等の名称・略称、最高裁判所裁判官国民審査にあっては、やめさせた方がよいと思われる裁判官の欄に×印）を自書する。

② 投票用紙を不在者投票用内封筒に入れて封をする。

③ 不在者投票用内封筒を不在者投票用外封筒に入れて封をする。

④ 選挙人は外封筒の表面に氏名を署名（自書）する。

⑤ 不在者投票管理者に提出する。

※投票用紙は、折り曲げなくても不在者投票用内封筒に入ります。

（２）点字投票

　　　　不在者投票用外封筒の表面の署名（自書）は、不在者投票用内封筒を不在者投票
用外封筒に入れる前に、点字で行います。

　（３）代理投票

① 代理投票のできる選挙人

文字の読み書きができなかったり、病気や障害によって候補者の氏名を自書できない選挙人は、不在者投票管理者に申請して代理投票をすることができます。
② 代理投票の方法

不在者投票管理者は、立会人の意見を聞いて、補助者２人を補助者本人の承諾を得て定め、その１人の立会いのもとに他の１人（代理記載人）に投票記載場所で選挙人の指示する候補者１人の氏名等を記載させ、これを不在者投票用内封筒に入れ封をしたうえ、不在者投票用外封筒に入れ封をさせ、外封筒の表面に選挙人の氏名を記載させ、直ちに提出させます。外封筒の表面の選挙人の氏名は当該代理記載人が代わって記載します。

③ 代理投票の拒否

①の代理投票の事由がないと不在者投票管理者が認めたときは、立会人の意見を聴いて代理投票を拒否することができます。

④ 代理投票の仮投票をさせる場合

・代理投票を拒否された選挙人に不服があるとき

　　　　　・代理投票をさせることについて立会人に不服があるとき

代理投票の仮投票の場合には、②の手続きに加えて、代理記載人に不在者投票用外封筒表面の選挙人氏名の左欄に、代理記載人の署名（自書）をさせ、提出させます。

　

　（４）ベッドの上で投票させる場合

　　　　重病人等歩行困難な選挙人については、不在者投票管理者の管理の下で立会人の立ち会いがあれば、例外的にベッドの上で投票することもできます。

　　　　この場合、ベッドのある室内に候補者の氏名等の記載したポスター等が貼られている場合には、それらを撤去するとともに投票の秘密保持に十分注意を払うことが必要です。

３　不在者投票が終わったら

　　不在者投票管理者は、投票用紙の入った不在者投票用外封筒の裏面に、投票の年月日、投票の場所及び不在者投票管理者の氏名を記載（ゴム印でも可）し、立会人に署名（自書）させます。

４　不在者投票の送致

不在者投票管理者は、投票用紙の入った不在者投票用外封筒（選挙人自ら投票用紙等を請求した場合は、不在者投票証明書も同封）を他の適当な封筒（第８号様式）に入れて封をして、表面に「投票在中」と朱書きし、裏面に施設名、所在地、不在者投票管理者名を記載（ゴム印でも可）のうえ印を押して、選挙人の名簿登録地の市町村選管委員長に持参又は郵送します。

	 eq \o\ad(Ⅵ　不在者投票の経費の請求,　　　　　　　　　　　　　)


（１）請求金額

　　不在者投票をした選挙人１人につき１，０５０円
・投票用紙を請求したものの実際に投票を行わなかった人も含みます。
・知事選挙、県議会議員選挙が同時に行われた場合、選挙を同時に行った場合の請求金額は、１，０５０円となりますのでご留意ください。

　　選挙期日以後、速やかに請求書（第９号様式）と不在者投票名簿（第１０号様式）を提出してください。

（２）請求先
ア　国会議員の選挙（イを除く。）
　　　　当該指定施設等の所在している都道府県知事
※三重県内にある指定病院に愛知県内の市町村の選挙人名簿に登録されている方が入院していた場合でも、請求先は三重県知事になる。

イ　国会議員の補欠選挙

　　当該選挙の執行されている都道府県知事

　　　ウ　三重県議会議員及び知事の選挙

三重県知事
　　　エ　三重県以外の都道府県議会議員及び知事の選挙
　　　　当該選挙が執行されている都道府県知事
　　　オ　市町村議会議員及び市町村長の選挙

　　　　当該選挙が執行されている市町村長

（３）請求書の記載
　　①　請求印は、施設の代表者印または施設印＋代表者の私印を押印してください。施設印（施設名のみの印）のみではお支払いすることができません。
②　請求書（第９号様式）の「振込先」「口座番号」「口座名」は、金融機関に届出の正式名称を正確に記入してください。

③　「口座名」にはフリガナをつけてください。

④　「口座名」が請求者と異なる場合には委任状に必要事項を記載してください。

	指定施設の不在者投票Q&A


問１　指定施設に入院中の選挙人の付添人は、その指定施設で不在者投票はできるのか。

　答　できません。付添人が選挙期日前に投票をする場合は、名簿登録地の市町村選管が指定する場所での期日前投票か、施設所在地の市町村選管が指定する場所での不在者投票を行うことになります。

問２　不在者投票管理者は、その選挙に関して、選挙権がなければならないか。

　答　不在者投票管理者となるべき者は、選挙権の有無に関わらず当然に不在者投票管理者となります。

問３　選挙人からの依頼を受けて投票用紙等の請求をする場合、不在者投票管理者本人でなければ請求できないのか。

　答　不在者投票管理者から投票用紙等の請求をすることを依頼されておればその代理人でもよく、庶務担当課長でも請求できます。

　　　この場合には「○△病院長代理人 庶務課長 ○○○○」のように明記してください。

問４　選挙人自らが投票用紙等を請求したが、不在者投票証明書の封が開いている場合、投票させてよいか。

　答　投票させることはできません。

問５　選挙人自らが投票用紙等を請求したが、投票をさせる前に既に投票用紙に候補者の氏名等を記載していた場合はどうするのか。

　答　選挙人に交付を受けた市町村選管へ引き換えの請求をさせます。

問６　選挙人自らが投票用紙等を請求したが、投票場所が不在者投票証明書の「投票しようとする病院、老人ホームその他の施設の名称」と違っているようなときは、投票させてよいか。

　答　正当な理由があれば投票させることができます。

問７　選挙人からの依頼を受けて投票用紙を請求したが、実際にその選挙人が投票を行わなかった場合、経費の請求はできないのか。
　答　請求できます。この場合の金額は、投票を行った場合と同様に１人あたり１，０５０円となります。

	選挙人本人の請求の場合
	　　票
　　投

　　紙領
　　用受
　　票の
　　投等

　・紙
　書用求
　誓票請
　宣投の

不在事由発生


	
	
　送致
　投票立会人の署名
　不在者投票管理者の記名
　投票用紙等の受領
　　紙示
　　用提
　　票の
　　投等


	
	　投票管理者に送致
　選挙人の属する投票区の
　選管受領
　選挙人名簿登録地の市町村
　選挙人名簿（抄本）の整理
　書を含む）の交付
　投票用紙等（不在者投票証明
　投票用紙等の交付決定
　選挙人名簿（抄本）との照合
　不在事由審査
　請求受付


	代理請求人の請求の場合
	　　票
　　投

　　頼
　　依
　　求
　　請

不在事由発生


	
	
　送致
　投票立会人の署名
　不在者投票管理者の記名
　投票用紙等の受領
　　投票立会人選任
　　領
　　受付
　　の交
　　等の
　　紙へ
　　用人
　　票挙
　　投選
　
　　代理請求
　（文書による）


	
	　投票管理者に送致
　選挙人の属する投票区の
　市町村選管受領
　選挙人名簿登録地の
　整理
　選挙人名簿（抄本）の
　投票用紙等の交付
　投票用紙等の交付決定
　の照合
　選挙人名簿（抄本）と
　請求受付




	
	
	
	
	
	代理投票
点字投票
	記載台
	
	
	
	
	投票記載台
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	出　口
	入　口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



＜記載台＞　　　　　　　　　　　　　　　　
	（注）　投票記載台上のみならず、投票記載場所内においても、当該選挙における候補者の氏名等の掲示はできません。
また、候補者等の氏名を記載したポスター等の文書が掲示されていないか注意してください。
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	囲　　い
	囲　　い
	囲　　い

	
	
	
	
	


宣 誓 書 ・ 請 求 書
私は、令和　　年　　月　　日執行の○○○○選挙の当日、下記の事由に該当する見込みですので、以下の記載が真実に相違ないことを誓い、併せて投票用紙等の交付を請求します。
次の１から５のいずれかに○を付してください。
	１
	ア　仕事
イ　学業
ウ　地域行事の役員
に従事
エ　本人又は親族の冠婚葬祭
オ　その他（　　　　　　　　　　　　）
	＊左のアからオのいずれかに○を付してください。
オの場合は具体的に記載してください。

	２
	１以外の用事又は事故のため
ア　本市町村以外
イ　本市町村内（　　　　　　）
	に外出・旅行・滞在
	＊左のア又はイのいずれかに○を付してください。
イの場合は具体的に記載してください。

	３
	ア　疾病、負傷、出産、身体障害等のため歩行困難
イ　刑事施設等に収容
	＊左のア又はイのいずれかに○を付してください。

	４
	交通至難の島等（　　　　　　　　　）に居住・滞在
	＊具体的に記載してください。

	５
	住所移転のため、他の市町村に居住


	令和　　　年　　　月　　　日

	
	現住所
	

	
	選挙人名簿に記載
されている住所
	

	
	（現住所と異なる場合のみ記載すること。）


	
	生年月日
	　明治
　大正
　昭和　　　年　　　月　　　日生
　平成
	（ 男 ・ 女 ）



	
	氏名
	
	

	　　　　　選挙管理委員会委員長　　あて
	


	投票区
	名簿番号
	区分
	交付方法
	交付月日
	整理番号

	
	
	
	直 ・ 郵
	月　　日
	

	
	
	
	直 ・ 郵
	月　　日
	



令和　　年　　月　　日執行の○○○○選挙に際し、当院（所）において不在者投票をしたいので、投票用紙及び不在者投票用封筒の交付の請求を依頼します。
令和　　　年　　　月　　　日
選挙人名簿に記載されている住所
室　　名
氏　　名
生年月日
○　○　○　病院長（施設長）　　様

下記の選挙人は、令和○○年○○月○○日執行の○○○○選挙の当日、当○○○○にあるため、当○○○○において投票する見込みであり、公職選挙法施行令第５０条第４項（第５１条第２項において準用する第５０条第４項）の規定による依頼があったので、下記の選挙人に代わって、投票用紙（船員の不在者投票用紙）及び不在者投票用封筒の交付を請求します。
	選挙人名簿に記載されている住所
	選挙人氏名
	生年月日
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


令和　　　年　　　月　　　日
（住　　　　所）
（施設名・職名）　　　　　　　　　　（氏　名）　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
選挙管理委員会委員長　　あて
（注）ア　選挙人から点字によって投票する旨の申出があった場合は、備考欄に「点字」と記載すること。
イ　選挙の期日の告示の日前に請求をする場合には、選挙の執行年月日を記載する必要はないが、当該請求に係る選挙を指定する文言を記載すること。
ウ　船員である選挙人について、指定港の市町村選挙管理委員会に対し請求するときは、船員手帳の提示又は送付も必要となる。


	選挙人の氏名
	

	生 年 月 日
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日　生

	投票をしようと
する病院、老人
ホームその他の
施設の名称
	

	その他の事項
	

	選挙
	令和　　　年　　　月　　　日執行　○○○○選挙


上記のとおり証明する。
令和　　　年　　　月　　　日
選挙管理委員会委員長　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)




	
	（表）
	
	（裏）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	あ 　て 　先
	
	
	
　　（病院名所在地等）
　　　　　氏　　　　　名　　　 eq \o\ac(○,印)
	
	

	
	
	投　　票　　在　　中
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



 請　　求　　書
南伊勢町選挙管理委員会 　様　　　　　　　　　　     令和　　年　　月　　日
一金 　　　　　　　　　 円也　　　　（1,050円× 　　　　 人分）
上記の金額を令和　　年　　月　　日執行の〇〇〇〇〇〇選挙の不在者投票経費
として請求します。
	所  在  地
	

	法  人  名
	
	
　　　　印

	施  設  名
	
	

	代表者職名
	
	

	フ リ ガ ナ
	

	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　※

	担当者氏名
	

	電 話 番 号
	

	
	

	振  込  先
	　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　　　　　　店

	種       別
	普     通     ・     当     座

	口 座 番 号
	

	フ リ ガ ナ
	

	口  座  名
	


備考　１ 請求書に別紙として不在者投票名簿を添付してください。
２  請求日の日付は選挙執行日以降にしてください。
３  施設印＋代表者の私印かまたは施設名が表示されている代表者印（公印）を押印してください。４  請求者と口座名義が異なる場合は下記の委任状に必要事項を記入してください。
	委　　　　任　　　　状

請求金額の受領について

（職名）　　　　　　　　　　　　（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　 
に委任します。

令和　　年　　月　　日
住   所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　職名　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　㊞ ※と同じ印


 請　　求　　書
　南伊勢町長 　様　　　　　　　　　　　　　　　　     　令和　　年　　月　　日
一金 　　　　　　　　　 円也　　　　（1,050円× 　　　　 人分）
上記の金額を令和　　年 　月　　日執行の〇○○○○〇選挙の不在者投票経費
として請求します。
	所  在  地
	

	法  人  名
	
	
　　　　印

	施  設  名
	
	

	代表者職名
	
	

	フ リ ガ ナ
	

	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　※

	担当者氏名
	

	電 話 番 号
	

	
	

	振  込  先
	　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　　　　　　店

	種       別
	普     通     ・     当     座

	口 座 番 号
	

	フ リ ガ ナ
	

	口  座  名
	


備考　１ 請求書に別紙として不在者投票名簿を添付してください。
２  請求日の日付は選挙執行日以降にしてください。
３ 　施設印＋代表者の私印かまたは施設名が表示されている代表者印（公印）を押印してください。４  請求者と口座名義が異なる場合は下記の委任状に必要事項を記入してください。
	委　　　　任　　　　状

請求金額の受領について

（職名）　　　　　　　　　　　　（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　 
に委任します。


令和　　年　　月　　日
住   所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　職名　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　㊞ ※と同じ印



	選挙人名簿に記載
されている住所
	氏　　　　名
	投票用紙等
請求年月日
	投票用紙等
送致年月日
	備　考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	人
	1,050円×　　 人＝　　　　円


	選挙管理委員会一覧

	
	郵便番号
	所　　　　　在　　　　　地
	電　　　　　　　話

	津　　市
	514-8611
	津市西丸之内23－1
	059-229-3236

	四日市市
	510-8601
	四日市市諏訪町1－5
	059-354-8269

	伊勢市
	516-8601
	伊勢市岩渕1丁目7－29
	0596-21-5635

	松阪市
	515-8515
	松阪市殿町1340－１
	0598-53-4411

	桑名市
	511-8601
	桑名市中央町2丁目37
	0594-24-1136

	鈴鹿市
	513-8701
	鈴鹿市神戸1丁目18－18
	059-382-9001

	名張市
	518-0492
	名張市鴻之台1番町1
	0595-63-7314

	尾鷲市
	519-3696
	尾鷲市中央町10－43
	0597-23-8115

	亀山市
	519-0195
	亀山市本丸町577
	0595-84-5017

	鳥羽市
	517-0011
	鳥羽市鳥羽3丁目1－1
	0599-25-1210

	熊野市
	519-4392
	熊野市井戸町796
	0597-89-4111

	いなべ市
	511-0293
	いなべ市員弁町笠田新田111
	0594-74-5805

	志摩市
	517-0592
	志摩市阿児町鵜方3098－22
	0599-44-0201

	伊賀市
	518-8501
	伊賀市上野丸之内116
	0595-22-9601

	桑名郡
	　
	　
	　

	木曽岬町
	498-8503
	桑名郡木曽岬町大字西対海地251
	0567-68-6100

	員弁郡
	　
	　
	　

	東員町
	511-0295
	員弁郡東員町大字山田1600
	0594-86-2800

	三重郡
	　
	　
	　

	菰野町
	510-1292
	三重郡菰野町大字潤田1250
	059-391-1101

	朝日町
	510-8522
	三重郡朝日町大字小向893
	059-377-5651

	川越町
	510-8588
	三重郡川越町大字豊田一色280
	059-366-7113

	多気郡
	　
	　
	　

	多気町
	519-2181
	多気郡多気町相可1600
	0598-38-1111

	明和町
	515-0332
	多気郡明和町大字馬之上945
	0596-52-7111

	大台町
	519-2404
	多気郡大台町佐原750
	0598-82-3781

	度会郡
	　
	　
	　

	玉城町
	519-0495
	度会郡玉城町田丸114－2
	0596-58-8200

	度会町
	516-2195
	度会郡度会町棚橋1215－1
	0596-62-1111

	大紀町
	519-2703
	度会郡大紀町滝原1610－1
	0598-86-2212

	南伊勢町
	516-0194
	度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057
	0599-66-1111

	北牟婁郡
	　
	　
	　

	紀北町
	519-3492
	北牟婁郡紀北町海山区相賀495－8
	0597-32-3901

	南牟婁郡
	　
	　
	　

	御浜町
	519-5292
	南牟婁郡御浜町大字阿田和6120－1
	05979-3-0505

	紀宝町
	519-5701
	南牟婁郡紀宝町鵜殿324
	0735-33-0333

	三重県選挙管理委員会
	514-8570
	津市広明町13
	059-224-2172


持参又は郵送





持参又は郵送








指定病院等における不在者投票手続きの概略





選挙人





投票立会人選任





不在者投票管理者





市町村の選管


選挙人の属する





選挙人





（不在者投票管理者）


代理請求人





市町村の選管


選挙人の属する








投票記載場所の見取図（例）





筆記用具





第１号様式





第２号様式





依　　頼　　書








第３号様式





投 票 用 紙 等 請 求 書





不 在 者 投 票 証 明 書





第４号様式

















送 致（郵 送）用 封 筒





第８号様式





� eq \o\ac(○,印)�





� eq \o\ac(○,印)�





� eq \o\ac(○,印)�





� eq \o\ac(○,印)�





� eq \o\ac(○,印)�





� eq \o\ac(○,印)�





� eq \o\ac(○,印)�





� eq \o\ac(○,印)�








朱　書





第９号様式





選挙によって異なりますので、Ｐ８の請求先を参照してください。





請求した日付けを記入してください。（選挙日以降で）





第９号様式（記入例）








施設印を押印





施設名が表示されている代表者印（公印）または代表者の私印を押印





口座名義が上記の代表者と異なる場合（法人理事長名など）、下記委任状に記入してください。





上記口座名義の方の職・氏名を記入してください。





施設印を押印





上記代表者の方の職・氏名を記入してください。





不 在 者 投 票 名 簿





第１０号様式








１

